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山
戸
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ン
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園
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牧
入
論
」

ι
っ
い
て

度

田

司

朗

序第

一

節

ズ

ル

タ

シ

白

方

法

論

一
、
世
曾
皐
的
財
暁
哩
前
白
課
題
と
意
義

二
、
財
政
担
論
の
匪
真
前
一
昨
舎
率
的
基
礎

一
一
一
、
勢
力
と
担
済
法
則

第
二
節
園
家
政
入
目
枇
曾
事
的
理
論

特

需
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e 

序

第
一
次
世
界
大
戦
の
枇
合
総
梼
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
極
め
て
高
大
で
あ
う
た
と
と
は
周
知
白
通
り
で
、
そ
れ
に
よ
う

τ、
粧
務
は

荒
麗
し
、
赤
字
公
債
の
累
積
と
共
に
租
税
闘
家
は
危
機
に
直
面
し
、
枇
合
思
想
、
経
融
制
思
想
む
混
乱
を
現
川
し
た
。
又
例
え
ば
、
戦

前
白
一
九
一
=
，
年
忙
於
て
、
各
主
要
闘
家
白
園
家
公
共
財
政
需
要
は
闘
民
所
得
に
劉
比
し
で
一

O
M
で
あ
ワ
た
白
が
、

一
九
二

O
年

ズ
ル
タ

ν
「
岡
家
股
入
前
」
忙
つ
い
て

第
宍
十
六
種

丸
五

停
車
・
ム
ハ
競

~ 
r、



第
五
・
六
時
蜘

代
に
は
一
一
五
%
か
ら
=
一
O
%
に
遼
じ
て
い
る
事
貨
が
一
泊
す
よ
う
に
、
園
家
経
費
白
著
し
い
増
加
が
同
月
ら
れ
た
。

ズ
ル
タ
y
，
「
厨
家
股
入
抽
」
に
ワ
い
て

第
六
十
六
巻

一
九
六

占ノ、
か
く
白
如
〈
、
図
案

の
閤
民
粧
時
間
に
於
で
占
め
る
比
重
が
増
大
す
る
と
士
ハ
に
、
財
政
経
棒
白
意
義
及
び
そ
れ
え
白
関
心
は
大
と
な
り
、

こ
と
に
ζ

O
現
武

の
鑓
ル
仙
に
封
し
て
遡
臨
し
難
い
も
白
と
ん
仙
し
つ
つ
あ
る
十
九
世
紀
以
来
白
ド
イ
ツ
財
政
事
え
四
批
判
が
生
れ
た
。
そ
れ
は
、

一
一
闘
に

於
て
は
、
ワ
グ
ナ
1
流
白
枇
合
政
策
的
見
解
主
り
景
気
政
策
的
見
解
え
白
推
移
に
窺
わ
れ
、
反
聞
に
於
℃
は
、

結
び
つ
き
を
把
握
せ
ん
と
す
る
志
向
が
見
ら
れ
た
白
で
あ
る
。
と
凸
後
者
の
側
に
立
つ
白
が
ゴ
ー
ル
ド
シ
ャ
イ
ド
D
提
哨
を
以
て
鳴

「
岡
家
と
経
済
」
の

矢
'
と
す
る
財
政
枇
合
間
半
で
あ
る
が
、
然
し
と

O
財
政
枇
命
事
白
中
に
も
種
々
白
臭
っ
た
傾
向
が
容
し
、

一
義
的
な
特
徴
づ
け

E
な
す

己
止
は
困
難
で
あ
る
が
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ャ
イ

F
、
L
v
a
y
ベ
1
F
l
、
イ
ェ
ヒ
ト
、
ズ
ル
グ
ン
等
白
財
政
杜
合
同
事
者
の
思
想
に
一
貫

し
て
底
流
と
な
っ
て
い
る
と
と
る
む
も
白
は
、
十
九
世
組
ド
イ
ツ
財
政
事
。
も
つ
行
政
技
術
論
的
性
格
、
理
論
の
前
提
と
な
る
倫
迅

的
見
解
、
閤
家
神
聖
観
な
と
D
擬
制
明
日
rzos
に
封
す
る
批
判
で
あ
り
、
資
本
主
義
社
曾
の
構
建
師
型
化
に
舷
じ
て
岡
家
と
絞
梼
の
内

的
漣
闘
を
辿
る
と
と
で
あ
っ
た
c

同
例
え
ば
、
三
タ
イ
ン
の
財
暁
畠
f
j
F
園
家
事
特
に
行
政
阜
の
一
部
門
た
る
特
徴
を
も
ワ
て
い
る
と
と
や
、
或
は
ワ
グ
ナ
E
自
紹
費
諭
陪
於
け
る

瞳
肪
主
義
、
相
続
摘
。
枇
合
政
策
的
見
解
は
、
す
で
に
哩
輔
の
前
提
と
し
と
園
家
を
置
い
て
い
る
町
で
あ
る
。
斯
る
闘
家
が
奥
え
ら
れ
た
枇
脅
構
揖
と

担
而
な
る
闘
慌
に
あ
る
か
、
そ
り
構
力
は
如
何
な
る
傾
向
を
辿
る
か
、
暗
ど
分
析
さ
れ
な
い
。
又
2

1

4

ル
ヒ
は
、
公
共
牧
入
組
済
町
一
ち
公
共
需
要
の

官
官
足
に
向
け
ら
れ
る
鹿
置
方
法
申
輯
序
的
錐
越
を
財
政
串
の
邪
一
白
任
務
と
L
、
又
純
費
を
財
政
的
又
は
尉
政
技
術
的
見
地
位
従
っ
て
分
銅
ナ
る
と
と

を
任
務
と
す
べ
き
で
あ
る
主
誘
い
て
い
る
。

ゴ
ー
ル
ド
シ
ャ
イ
ド
は
有
産
園
家
か
ら
無
産
園
家
え
白
推
移
を
展
望
し

τ、
そ
白
同
に
闘
家
を
搾
取
す
る
中
間
支
配
者

N
4
5
n
z
u

q
 H

阿
戸
町
広
三
叩
叫

の
存
在
b
z
認
め
一
、

安
本
主
義
白
下
に
於
け
る
無
産
圏
家
白
有
産
園
家
え
白
恢
復
を
、
人
間
経
梼
的
立
場
主
り
提
唱
十
る
。



い
は
ぽ
彼
の
財
政
史
観
に
於
て
巾
間
支
配
者
。
在
在
を
み
る
と
と
陀
止
っ
て
階
級
附
考
察
を
な
し
た
ゴ
ー
ル
ド
シ
ャ

イ
ド
に
針
し
て
、
シ
ュ
ン
ベ
ー
タ
ー
は
、
同
じ
く
租
税
園
JM
凱
の
危
機
を
者
察
す
る
が
、
彼
の
問
題
は
、
む
し
ろ
、
資
本
主
義
目
安
定
、

租
税
図
家
の
安
定
で
あ

P
、
資
本
主
義
的
白
山
経
憐
白
安
定
に
よ
る
租
税
岡
家
の
危
機
白
克
服
を
主
張
す
る
。
問
題
は
か
〈
し
て
資

ミ

》

1

、

古ァ、、
E
如
〈

本
主
義
的
自
由
粧
時
間
の
安
定
。
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
が
中
心
的
課
題
と
な
り
、
財
政
の
一
肘
脅
率
的
考
察
は
殆
ど
そ
白
影
者
潜
め
ざ

る
を
得
左
い
よ
う
な
結
果
に
到
る
白
で
あ
る
。

同
じ
く
財
政
枇
合
皐
的
理
論
と
稽
せ
ら
れ
る
斯
か
る
ニ
う
の
兵
一
心
た
見
解
白
聞
に
在
っ
て
、
い
は
ば
一
方
に
於
て
政
治
的
契
機
と

v

粧
祷
的
契
機
白
統
令
を
読
昔
、
且
っ
そ
れ
を
資
木
主
義
的
市
場
経
済
の
流
通
経
糠
雨
陀
於
て
捉
え
る
と
と
に
よ
っ
て
自
己
白
理
論
の

支
柱
を
求
め
る
ズ
ル
タ
Y

は
、
と

D
前
二
者
白
中
間
的
位
地
に
立
ワ
と
い
え
占
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
の
理
論
は
勢
力
論
的
立

場
の
色
彩
に
濃
く
彩
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
現
貨
に
具
傾
向
に
台
後
め
る
こ
と
を
サ
ヂ
、
い
は
ば
自
ら
定
立
し
た
理
論
的
慨

系
的
危
財
政
批
合
皐
白
建
設
白
要
読
む
下
に
、
中
金
半
端
と
も
い
う
べ
き
不
十
分
苫
を
示
し
て
い
る
白
で
あ
る
。

絃
に
於
て
は
、
彼
の
園
家
収
入
白
一
同
よ
り
す
る
租
税
岡
家
理
論
を
中
冶
と
し
乍
ら
、
併
せ
て
租
枕
以
外
の
財
政
問
題
を
も
考
察
し

て
み
る
。

第
一
節

ズ
U
Y

タ
ジ
の
方
法
論

。
ス
ル
グ
Y

D
方
法
論
的
論
越
は
、

「
園
家
牧
入
論
」
白
第
一
部
の
基
礎
に
於
宅
三
つ
白
方
向
か
ら
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
印
ち
、
一
、

枇
合
泉
州
財
政
理
論
の
課
題
と
意
義
(
そ
の
方
法
論
的
場
所
)

k

p

民
泡
添
ロ
呈
出

a
g
E問
問
骨
:
。
N
円

orν
岡
田
一
切
の
『
自
由
E
E号。。
-zo

包囲同

2
F
E町
n
v
E
P平
二
、
財
政
理
論
の
歴
史
的
批
合
皐
的
某
礎
(
そ
昭
一
品
質
枇
官
準
的
場
所
}
巴
町

F
Z
E
L
R
T
E
N
r
r
m一円
r
o

国民一切

ズ
ル
タ
ン
「
岡
家
軟
入
繭
」
目
う
い
て

第
六
十
六
巻

ずし

七

第
五
・
六
披

占ノ、



ズ
ル
タ
ン
「
園
家
収
入
諦
」
に
つ
い
て

第
六
十
六
番

ブL

" 
第
王
・
宍
腕

ノ、
四

牛
耳
明
日
回
目
門
何
百

2
5
Q言
語
巳

E
S目。
間
協
の
げ
の

C
同

問

)

三
、
勢
力
と
経
梼
法
則
(
枇
合
事
的
財
政
醒
繭
の
時
系
的
場
所
)
冨
R
E
E
-臼
弁
。
ロ
?

日
5
0
F
2
C
2
0
E
(
F
:
E
n
E
E
R
r
-ユ
骨
:
。
Ngrv刷局。耳目]司
J
E
E
r拘
言
。
)

が
之
で
あ
る
。
と
D
某
礎
理
論
に
、
ズ
ル
タ
シ
は
約

合
皐
的
財
政
理
論
の
立
場
を
提
唱
し
て
い
る
。
ズ
ル
タ
ジ
は
、

在
熟
慮
軒
以
て
着
手
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
而
し
て
と
白
こ
と
は
、
そ
の
研
究
が
枇
合
皐
的
に
一
方
向
づ
付
ら
れ
ね
ば
な
ら
左
い
と
と

-一
3
白
紙
数
を
費
し

τい
る
が
、
彼
は
、
と
と
で
光
市
y

「
事
態
そ
白
も
白
え
」

N
耳
目

E
Z
E
Z円
と
い
う
標
語
白
下
に
新
し
い
枇

「
国
家
牧
入
白
研
究
は
、
そ
白
針
象
に
迎
令
し
た
詳
細
且
つ
徹
底
的
色

E
D
み
云
い
得
る
白
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、

先
品
y
枇
合
皐
的
方
向
づ
け
を
主
張
す
る
。
(
但
L
、
そ
の
枇
曾
皐
的
方
向
ザ
け
が
如
何
な
る
も

自
で
あ
る
か
に
就
て
は
、

M

・シェ

1
ラ
ー
の
主
張
の
鶴
に
沿
う

ι
い
う
だ
け
で
、
具
陸
的
に
如
何
な
る
枇
脅
革
を
基
礎
と
す
る
併
に
就
て
は
、

明
か
で

な
い
。
)

財
政
経
済
的
現
象
の
枇
合
事
的
研
究
は
種
々
の
方
法
で
進
め
る
と
と
が
可
能
で
あ
り
、
又
進
め
ら
れ

τき
た
。

一
方
で
は
、

J: 
b 

よ
り
多
く
理
論
的
酬
閥
系
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
得
る
。
而
し
て
そ
の
研
究
は
、

従
来
歴
史
的
但
方
向
づ
け
ら
れ
る
と
と
が
多
く
、
理
論
的
問
系
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
少
か
っ
た
。
例
え
ば
、

R
・
ゴ
ー
ル

ド
シ
ャ
イ

F
は
歴
史
的
政
策
的
立
場
を
と
担
、

H
・
イ
ー
ヒ

T
は
腔
史
的
哲
間
学
的
主
場
を
と
っ
た
。
而
し
て
反
問
、
理
論
的
防
系
的

多
〈
歴
史
的
に
方
向
づ
け
ノ
ら
れ
、
叉
他
方
に
於
て
は
、

な
方
向
を
と
っ
た
皐
者
で
枇
合
皐
的
な
汚
惜
帽
を
掛
っ
た
者
は
槌
め
て
稀
で
あ
ワ
て
、

L
-
v
・
シ
ュ
ク
イ
ン
、

A
A
シ
ェ
フ
レ
、

A
・

ワ
グ
ナ

1
の
み
が
そ
白
例
外
た
る
に
過
ぎ
左
い
と
ズ
ル
タ
ン
は
云
う
。
こ
白
絞
な
理
論
的
牒
系
的
在
方
向
づ
け
り
程
度
の
橋
部
社
理

一
つ
に
は
、
現
在
の
非
杭
脅
撃
的
な
経
晴
樹
理
論
、
即
ち
才

1
ス
ト
リ
ア
の
限
界
致
問
皐
汲
白
跳
梁
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
と

共
に
こ
う
に
は
、
刺
市
計
主
義
広
想
家
の
財
政
問
題
に
劃
す
る
坦
論
的
閥
系
的
な
無
関
心
さ
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
む
で
あ
る
と
彼
は

由
は

指
摘
し
、
斯
る
献
揺
を
一
枇
食
主
義
者
の
側
か
ら
有
破
し
た
者
と
し
て
、
ゴ

l
i
w
F
シ
ャ
イ
ド
の
功
織
を
お
げ
る
の
で
あ
る
。



然
し
乍
ら
、

「
人
は
法
律
、
経
情
、
園
家
及
び
財
政
由
擬
制
を
聞
執
し
、
そ

b
℃
こ
白
擬
制
を
恰
邑
そ
れ
が
虞
の
寅
在
で
あ
る
か

の
如
く
に
蹟
汎
な
過
程
白
う
ち
に
取
扱
う
。
凡
ゆ
る
之
等
の
枇
舎
的
構
成
物

E
自
己
o
c
o
t
-
-品
ゅ
の
中
に
、
人
は
そ
れ
が
全
般
の
幅

祉
に
奉
仕
す
る
と
い
う
陪
紙
白
前
提
を
設
け
る
。
ー
」
と
越
べ

τ、
従
来
の
財
政
撃
の
擬
制
の
打
破
在
意
闘
し
た
ゴ
ー
ル
ド
シ

ヤ
イ
ド
は
、
新
し
い
領
域
白
展
開
を
示
し
た
が
、
そ
れ
を
閥
系
化
す
る
ま
で
に
到
ら
な
か
っ
た
。
新
か
る
理
論
白
閥
系
化
は
、

H
-

イ
ュ
ヒ
ト
、
ズ
ル
タ
ン
に
よ
う
て
試
み
ら
れ
た
認
で
あ
る
が
、

e

ス
ル
タ
ン
は
、
上
越
の
如
く
、
一
一
曲
に
於
て
、
従
来
白
限
界
放
尉
皐

又
他
商
従
来
の
財
政
粧
品
問
皐
の
歴
史
的
方
向
づ
け
を
意
識
し
つ
つ
、
自
ら
の
理
論
的
問
系
的
な
財

派
白
財
政
理
論
と
釘
比
し
つ
つ
、

政
杭
舎
鼻
咽
の
建
設
を
意
附
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
い
う
、

と
は
、
唯
枇
一
台
皐
的
な
財
政
現
論
に
と
っ

τ
む
み
可
能
で
あ
る
」
と
。

「
こ
の
労
作
に
於
工
討
議
さ
れ
る
園
出
家
政
入
白
問
題
を
正
し
〈
取
扱
う
こ

か

ιし
τ彼
は
、
純
粋
理
論
的
傾
向
を
姐
〈
排
斥
し
、
政
治

と
経
椅
白
統
A
(
μ

を
財
政
白
揚
に
於
て
考
察
す
る
己
と
を
強

f
主
張
し
て
い
る
白
で
あ
る
。

粧
品
開
曲
学
的
財
政
盟
論
の
課
題
と
意
義

先
占
y
彼
は
、
理
論
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
そ
れ
は
直
観
的
理
論
で
あ
ら
ね
ば
お
ら
左
い
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
教
皐

的
理
論
で
は
な
く
し
て
、
「
吾
L
H
D
課
題
は
、
現
貴
を
直
観
的
に
、
即
ち
ま
苫
し
く
粧
品
田
曲
学
的
に
理
論
的
に
把
握
す
る
と
と
に
夜
る
」

と
い
う
。
之
と
共
に
彼
は
、
シ
品
シ
ベ

1
3
1
の
思
考
技
併
と
し
℃
白
理
論
を
も
排
斥
す
る
。
そ
し

τ彼
は
、
斯
か
る
理
論
白
前
提

と
し

τ
「
鰹
憐
の
木
質
白
把
揖
」
〉
口
旦
』
叫

全耐粧世醐掛樹像出回一一与
LAg~己。ロ仏。号司凹泡川凶回
E日
g
巧一
Z昆v匹の

zヨ
司
刊
に
依
蹴
す
る
も
D
で
あ
る
と
考
え
、
己
の
金
総
時
間
像
を
包
括
的
前
提
と
し
て
主
張

し
、
そ
れ
と
同
時
に
斯
か
る
全
総
務
は
モ
の
構
逝
分
析
に
於
て
明
か
'
と
な
る
べ
き
と
と
を
主
張
す
る
。

と
の
よ
う
に
彼
は
構
造
分
析
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
粧
台
皐
的
財
政
理
論
に
於
て
は
、
草
花
経
静
的
契
機
の
み
左
ら
歩
、
刑
台
風
干

-tpタ

y

「
園
家
収
入
繭
」
に
つ
い
て

餌
六
十
夫
巻

ヨ九

プL

第
五
・
大
腕

A 
〆、

豆

ノ



ズ
ル
タ
ン
「
園
家
股
入
繭
」
に
ワ
い
て

第
六
十
六
巻

三

O
O

第
五
・
六
挽

占
ノ、
一』

ノ、

理
論
。
純
粋
性
白
問
題
に
閥
湛
苫
ぜ
っ
つ
展
開
す
る
白
で
あ
る

G

「
今
日
枇
合
同
及
ぶ
政
治
的
な
契
機
を
有
た
な
い
と
己
ろ
白
環
論
的
慨
系
的
構
造
に
D

い
て
研
究
ヤ
る
と
と
は
殆
と
不
可
能

で
あ
り
、
父
詐
さ
れ
友
い

v

」
と
云
ぃ
、
又
他
白
筒
所
に
於
て
も
、
「
一
ワ
の
財
政
経
済
現
諭
が
有
撲
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と

と
白
な
い
た
め
に
は
、
完
全
に
繍
特
な
質
に
於

τ政
治
的
契
機
を
そ
白
構
造
白
中
に
入
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
て
と
述
べ
、
政
治
的
契
機

同
契
機
若
く
は
政
治
的
契
機
が
椿
油
上
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
、

伎
は
、

が
班
論
的
閥
系
仰
な
構
法
に
必
然
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

財
政
現
論
白
臆
史
的
枇
品
川
弘
一
的
悲
礎

カ
ー
ル
・
プ
リ
ン
タ
T

ン
凸
一
一
百
世
討
を
出
川
し
円

J

つ
、
「
現
論
及
び
泣
識
の
一
一
切
の
劃
立
に
も
拘
ら
示
、
金
聞
と
し

て
、
近
代
悶
家
及
び
経
惜
別
は
、
近
代
白
批
合
文
化
止
い
ラ
同
一
の
根
撲
か
ら
由
来
す
る
こ
っ
由
偉
大
栓
平
行
脇
田
展
と
し
て
現
わ
れ
る
」

左
越
べ
、
近
代
国
家
と
経
時
間
と
の
連
闘
を
加
制
す
る
。
彼
は
此
C
強
展
主
回
舵
史
的
に
跡
づ
け
る
。
即
ち
、
中
世
の
秩
序
が
崩
壊
し
て

と
と
で
彼
は
、

ゆ
く
池
税
に
於
て
一
県
関
領
、
主
と
市
民
が
按
一
頭
し
、
治
倫
叩
引
の
食
生
に
よ
う
て
大
量
白
財
政
需
要
が
生
じ
、
租
税
が
徴
欣
さ
れ
、
か
く

て
貨
特
が
普
及
す
る
。
叉
租
税
徽
牧
と
閲
症
し

τ、
協
賛
懐
白
確
立
を
泊
し
て
議
曾
制
度
が
そ
の
現
由
民
枇
合
皐
的
基
礎
を
得
、
叉
他

市
垂
的
主
義
時
代
。
掴
家
企
業
か
ら
一
般
純
情
の
塗
展
が
起
り
、
公
債
の
必
裂
と
貨
幣
終
済
と
の
相
互
白
後
展
的
規
制
が
咋
じ
、
財

務
行
政
白
披
大
か
ら
近
代
的
官
僚
政
治
組
織
白
設
展
に
到
達
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
る
園
家
と
材
班
椀
白
交
錯
は
、
間
制
服

園
家
か
ら
帝
国
主
義
的
時
代
に
進
む
に
ヨ
れ
℃
い
よ
い
よ
烈
し
く
な
る
と
い
う
。
か
く
の
如
き
斌
揺
に
劃
際
し
て
、
岡
民
総
務
忙
於

い
て
財
政
経
掛
の
も
ワ
比
重
は
大
と
な
り
、
一

F
・
K
・
マ
ン
の
表
現
主
諮
り
る
と
、
図
J

家
は
従
来
の
曇
興
組
織
』

E
E
-司
m
H
H
H
H

ら
統
制
組
織
問
。
E
S
口々
m
耳
目
え
と
蹄
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
「
マ
ン
チ
ェ
ス
グ
1
流
白
自
由
、
王
義
閣
家
か
ら
枇
倉
岡
家
、

同
世
園
出
拭
え
白
護
展
は
岡
家
主
総
携
に
介
入
せ
し
め
、
又
経
済
は
、
資
本
主
義
護
国
艇
の
過
程
に
於
て
常
に
聞
く
社
台
て
ゆ
〈
世
界
経 カミ



携
の
交
錯
1
A

び
競
争
の
結
果
と
し
て
川
保
護
胸
碕
政
策
と
帝
園
主
義
政
策
に
於
て
圏
内
北
白
保
護
を
受
け
る
己
と
が
大
き
く
々
っ
て
き

た
。
闘
家
と
経
辞
は
、
保
護
関
税
政
策
及
び
帝
関
主
義
政
策
中
に
於
け
る
針
外
政
治
的
及
び
封
外
縦
横
間
交
錯
と
の
結
び
づ
昔
に
於

て
唱
闘
内
政
治
的
及
ぴ
園
内
粧
務
的
に
相
互
陀
交
錯
し
た

G

印
ち
、
近
代
の
政
黛
組
織
は
斯
る
交
錯
。
構
成
物
で
あ
る
。

マ
ッ
ク
ス

ウ
ェ

l
パ
l
白
一
滑
に
鶏
り
る
と
、
経
済
生
活
は
政
治
化
さ
れ
、
政
治
は
経
務
化
さ
れ
て
い
る

木
主
義
忙
於
て
よ
り
高
音
段
階
に
進
み
、

ζ

D
愛
展
が
増
大
す
み
財
政
皐
え
白
一
関
心
に
と
っ
て
の
現
賞
批
合
撃
的
根
擦
で
あ

P
、
叉

。
」
そ
し
て
斯
る
護
展
は
、
後
期
資

今
日
白
財
政
理
論
白
現
貴
吐
品
内
閣
学
的
基
礎
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

更
に
ズ
ル
タ
ン
ほ
、
期
る
政
消
と
経
怖
の
交
錯
を
把
握
す
る
た
あ
に
、

当
主
目
]
凶
m
w
p

友
る
構
諮
式
を
肘
い
る
が
、
之
に
就
い
て
彼
の
云
う
と
と
ろ
を
聞
け
ば
、

「
園
家
と
経
時
間
白
統
合
」
同
豆
諸
日
民
。
ロ
さ
口
出
E
m
w
H

ロロ凪

と
と
で
は
、
ニ
ワ
の
成
程
始
め
占
り
交
錯
し

て
い
る
が
、
然
し
ま
さ
し
〈
そ
れ
故
に
、
質
的
に
央
っ
た
人
間
生
活
領
域
、
即
ち
政
治
的
及
び
制
服
梼
的
相
由
自
V
E
E
の
増
大
せ
る
相

互
的
浸
透
が
意
味
せ
ら
れ
る
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
白
統
合
類
型
を
、

ス
メ
ン

T
に
於

τと
同
様
に
、
人
的
、
機
能
的
及
び
寅
質

的
白
一
ニ
つ
に
分
け
て
、
後
白
論
述
。
強
備
概
念
と
す
る
。

ー』
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
資
本
主
義
的
総
務
組
織
、
特
に
後
期
資
本
主
義
の
様
相
に
基
い
て
財
政
理
論
白
現
寅
枇
曾
皐
的
場
所
を
確

勢
力
と
艇
祷
法
則

定
し
た
後
、
彼
は
、
ノ
そ
の
理
論
の
慨
系
的
場
所
を
規
定
す
る
、
即
ち
、

そ
の
理
論
が
理
論
時
系
に
於
て
占
め
る
地
位
を
問
題
と
す
る

。
で
あ
り
、
財
政
理
論
を
以
で
、
政
治
、
経
祷
皐
白
中
心
的
地
位
に
置
か
う
と
意
図
す
る
白
で
必
る
。

勢
力
、
と
経
緯
治
則
に
闘
す
る
従
来
白
詮
ほ
、
と
白
問
題
白
鍵
が
財
政
問
題
に
存
す
る
と
と
を
考
察
し
な
か
っ
た
と
指
摘
し

τ、
従

市
明
白
財
政
理
論
白
地
位
を
名
付
け
て

屯一切件。
E
R
一mnro
kr
円
r
cロ
rHC
白
己
自
己
]
居
間
同
と
云
い
、
綬
い
て
ベ

l
ム
・
バ
ず
旦
ル
ク
及
び
カ

ズル
E

9

y

「
図
案
収
入
諦
」
に
づ
い
て

第
大
十
六
番

O 

話
用
車
・
穴
政

大
士



ズ
ル
タ
ン
「
困
家
肱
入
諭
」
但
ヲ
い
玄

第
六
十
六
巻

ヨ
O 

第
五
・
六
披

大
凡

ー
ル
・
ラ
ン
ダ
ウ
ア
l
の
所
設
を
批
判
し
た
後
、
積
極
的
な
説
明
に
入
る
。

い
は
ば
、
経
静
的
勢
力
と
縦
憐
外
的
勢
力
の
周
の
直
別
を
明
確
に
し
な
い
で
粧
梼
法
則
と
経
務
的
勢
力
の
関
係
を
考
察
す
る
ボ
z

l

k
・
バ
ず
エ
ル
ク
ゃ
、
又
経
梼
的
勢
力
と
経
済
外
的
勢
力
白
直
別
は
一
一
際
芳
察
す
る
が
然
し
そ
白
問
題
に
機
能
的
分
配
と
人
的
分

配
の
問
題

E
照
際
せ
し
め
る
と
と
に
よ
っ
て
問
題
を
経
梼
的
勢
力
の
作
用
を
考
察
す
る
と
と
に
限
定
し
て
経
務
外
的
勢
力
の
積
極
的

な
分
析
を
行
わ
な
い
ラ
ン
ダ
ウ
ナ

1
0
理
論
を
、
自
由
主
義
的
な
純
曲
作
耐
腕
務
的
・
な
要
請
よ
り
出
づ
る
も
む
と
し

τ、
ズ
ル
タ
シ
は
反

封
す
る
。
け
だ
し
、
岡
家
収
入
の
理
論
を
経
梼
と
政
治
の
統
合
な
る
立
場
か
ら
解
明
せ
ん
と
す
る
ズ
ル

F
ン
に
と
う
て
、
政
治
勢
力

を
も
合
む
経
済
外
的
勢
力
が
経
済
的
勢
力
の
背
後
に
押
し
遣
ら
れ
る
が
如
き
理
論
陀
一
民
劃
し
た
の
は
嘗
然
の
己
と
と
い
え
よ
う
。

彼
の
意
闘
は
、
勢
力
白
場
で
経
梼
的
契
機
と
政
治
的
契
機
を
相
互
に
輔
換
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
梼
詮
を
見
出
し
、
そ

「
園
家
と
経
梼
の
統
合
に
具
閥
的
に
把
握
し
、
と
共
に
、
債
格
機
構
え
白
政
治
白
作
用
を
理
論
的
慨
系
的
化
説
明
す

れ
に
よ
っ

τ、

る
こ
と
に
在
る
。
斯
か
る
政
治
的
及
び
経
捕
倒
的
勢
力
の
相
互
交
の
碑
換
を
可
能
な
ら
し
め
る
棒
遇
。
考
察
に
就
て
は
、
彼
は
、
上
述

の
統
合
類
型
自
分
類
に
従
ヨ
て
勢
力
む
組
織
的
基
礎
、
勢
力
白
把
持
者
、
及
び
勢
力
の
機
能
。
三
つ
の
商
上
り
考
察
を
進
め
る
。

一
に
は
、
政
治
的
契
機
と
経
務
的
契
機
の
相
互
鞠
換
は
勢
力
の
も
つ
組
織
的
基
礎
耳
宅
自
国
言
語
吉
岡
町

Z-o同
5
聞
に
よ
っ
て
可

能
と
怠
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
経
梼
的
勢
力
と
は
、
「
債
格
を
目
指
す
勢
力
で
あ
ワ
て
、
市
汎
冨
P
H
r
E
E
E一
。
ロ
中
に
萌
芽
的
に
存
在
す

る
が
、
永
続
的
在
市
揚
白
支
聞
に
ま
で
形
成
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
調
占
債
格
を
も
古
勢
力
と
し
て
表
現
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
又

彼
自
い
う
政
治
的
勢
力
と
は
、
「
枇
合
集
闘
に
目
標
を
奥
え
、
従
属
集
困
又
は
他
白
集
固
と
D
闘
錨
a

に
よ
っ
て
そ
の
目
標
を
賀
現
す

る
」
如
き
勢
力
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
経
務
的
勢
力
は
、
そ
白
組
織
的
基
礎
I
1之
は
、
カ
ル
テ
ル
、
ヨ
シ
ヴ
ェ
ル
ン
、
ト
ラ
ス
ト
、

資
本
家
闘
際
、
労
働
組
令
等
を
意
味
す
る
ー
ー
に
占
っ
て
、
経
晴
樹
外
的
勢
力
、
卸
ち
政
治
勢
力
に
純
化
し
符
る
の
で
あ
る
。
(
但
し
、



そ
白
掛
力
部
組
織
的
基
礎
を
前
提
と
し
て
も
つ
か
、
又
は
結
果
と
し
て
も
つ
か
匹
よ
っ
て
、
醐
時
化
。
難
易
は
異
な
る
。
)

i

モ
し
て
政
治
的
勢
力
も
亦
、

同
じ
理
由
か
ら
総
持
的
勢
力
に
特
化
し
得
る
故
に
、
勢
力
の
組
織
的
基
礎
を
媒
介
と
し
て
、
経
栂
1
↓
政
治
、
政
治

|ψ

輝君通

絡
が
開
か
れ
る
。
斯
か
る
特
化
は
そ
れ
自
湖
国
家
圭
経
済
と
の
統
合
の
表
現
に
他
&
ト
り
ま
い
白
で
あ
る
。

つ
い
で
彼
は
、
政
治
的
勢
力
の
目
標
設
定
に
閉
じ
て
、
そ
の
目
標
を
誰
が
設
定
す
る
か
を
問
う
己
と
に
よ
っ
て
、
勢
力
白
把
持
者

を
論
守
る
。
勢
力
の
把
持
者
に
就
て
ゆ
、
彼
は
先
ナ

一
第
一
次
的
に
政
治
的
な
把
持
者

政
治
勢
力
白
4

-
第
一
次
的
に
総
務
的
危
把
持
者

一
第
一
次
的
に
総
務
的
た
把
持
者

粧
携
勢
力
白
ι{

第
一
次
的
に
政
治
的
在
把
持
者

哩

E 
0， 
". 。
回。
目
00 

n 
r 
" 回

一→ 冨σて2
0 

E 
0. 
f百
円

宮

百
口唱。
ロ
居d

~ 
n 
ロー

司ュ
E
E
唱
。

-
H
E
R
F
g

内ヨ

ロ
ti: 
。Z

". 。
E 
目
白-
n 
r 
回

、ー、田町-
...， 
同
U唱。
ロ
0. 
O 

C 
r 
E 。
B 
~・

5 
区
戸

'" tT 

切
戸
国
Jvm

弓唱。白↓円宮内
U
F
伶ロ

と
勢
力
の
把
持
者
を
医
別
ず
る
u

そ
し
て
と
の
本
源
的
左
直
別
を
も
っ
た
各
勢
力
が
他
白
勢
力
に
特
化
し
得
る
の
で
あ
る
。
(
こ
と
で

「
本
源
的
」
と
い
う
四
は
、
輔
化
ず
る
以
前
田
勢
力
把
持
者
四
本
端
的
基
礎
を
表
わ
す
J

メ
ル
グ
'
V
は
、
先
ヂ
政
治
的
勢
力
白
把
持
者
に
就
て
詮
明
す
る
。
郎
ち
政
治
的
勢
力
白
第
一
共
的
に
政
治
的
な
把
持
者
に
就
て
は

一
、
本
来
政
治
的
領
域
に
現
わ
れ
て
専
ら
政
治
目
的
を
遂
行
す
る
行
政
(
官
踊
)
、
議
曾
(
肱
型
、
司
法
が
あ
り
、
叉
政
治
的
勢
力
。

ズ
ル
タ
シ
「
困
家
牧
入
繭
」
に
つ
い
て

第
六
十
六
趣

一-
一
O
弓

第
五
・
六
披

占〆、
ブL



ズ
ル
タ
ン
「
図
家
枚
入
論
」
止
つ
い
て

第
一
式
的
に
経
済
的
な
把
持
者
と
し
て
、
二
、

第
六
十
六
巻

ョ

O 
凹

第
亙
・
六
披

七
O 

経
時
開
削
恭
礎
に
立
。
が
政
治
目
的
を
追
求
す
る
に
到
る
労
働
組
合
、
資
本
家
圏
附
問
、

及
び
一
二
、
本
来
絞
惜
別
的
基
礎
に
立
ち
乍
ら
政
治
的
勢
力
と
摂
接
な
闘
係
佐
も
ち
、

叉
絞
梼
的
左
組
織
の
故
に
間
援
に
政
治
的
勢
力
を

動
か
す
と
こ
ろ
白
カ
ル
テ
ル
、

}
ラ
ス
ト

y
ン
ツ
ヱ
ル
V
等
が
在
在
す
る
。
と
白
一
刑
者
白
相
違
は
、

そ
の
勢
力
の
組
織
的
基
礎
が

勢
力
設
定
6
前
提
で
あ
る
か
(
前
者
)
‘
叉
結
果
で
あ
る
か
(
後
者
)
に
よ
ワ
て
異
な
り
、

ょ
っ

τ、
政
治
的
相
え
の
締
化
の
難
易
は
具
な
る
。
即
ち
前
者
の
労
働
組
合
、
者
本
家
閣
慨
に
於
て
は
時
化
は
容
易
で
あ
る
が
、
後

者
は
そ
れ
自
閥
白
樽
化
は
不
可
能
で
あ
り
、
間
接
的
な
作
用
を
一
市
七
の
み
で
あ
る
。
而
し
て
以
上
の
表
一
万
は
、
現
代
に
於
て
極
め

τ

重
要
な
ニ
ワ
白
枇
舎
現
象
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
四
、
同
時
に
政
治
的
領
域
に
も
絞
梼
的
領
域
に
も
恭
礎
を

叉
そ
の
前
提
で
あ
る
か
結
果
で
あ
る
か
に

置
き
乍
ら
、
専
ら
約
機
的
機
能
h
C
途
行
す
る
こ
と
に
主
担
、
図
家
の
政
治
的
が
憐
的
勢
力
を
強
化
す
る
企
業
者
園
家
、

/
 

的
領
域
に
川
現
し
乍
ら
、
同
時
に
政
治
勢
力
を
有
す
る
新
聞
が
之
で
あ
一
る
。

五
木
京
経
憐

-

以
上
、
メ
ル
タ
シ
は
政
治
的
勢
力
の
妃
持
者
に
就
て
話
、
B
、
経
掛
的
勢
力
の
把
持
者
に
聞
し
て
は
、
そ
れ
が
債
絡
を
目
指
す
勢
力

¥

p

 

e
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
他
に
於
て
は
政
治
的
勢
力
白
問
題
と
同
じ
で
あ
る
ム
」
し
て
、
そ
白
殺
越
の
不
必
要
在
る
と
と
を

越
べ
る
。

最
後
に
、
勢
力
の
機
能
的
統
合
を
孔
る
場
合
に
も
、
彼
は
、
政
治
的
機
能
l
d
経
済
的
機
能
に
介
け
る
。
彼
に
よ
る
と
、
政
治
的
機

前
L
」
は
、
或
る
枇
合
集
閣
の
行
潟
に
と
円

Jτ
白
目
標
設
定
及
び
己
の
目
様
変
現
白
努
力
に
と
っ
て
不
可
快
の
機
能
で
あ
る
。
(
彼
に
よ

る
と
、
今
日
の
針
立
的
な
祉
骨
に
於
て
は
、
目
標
自
強
調
立
的
で
あ
り
、
ぞ
れ
の
質
硯
は
闘
争
を
意
味
す
る
も
自
で
あ
る
。
)

或
枇
曾
集
聞
の
欲
望
充
阿
川
に
不
可
快
な
機
能
で
あ
る
q

モ
レ
て
此
の
経
晴
間
的
機
能
の
問
題
は
、
欲
望
理
論
に
於
け
る
如
く
、
経
済
的

法
則
白
問
題
と
同
じ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
法
則
で
あ
れ
、
傾
向
官
あ
れ
、
又
合
法
則
伯
で
品
れ
、
何
れ
も
経
憐
的
に
必
要
供
く

又
続
時
間
的
機
能
し
」
は
、

/ 



べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
問
題
と
な
る
も
D
で
あ
る
h
ら
で
あ
る
。
所
く
て
園
家
と
経
済
白
統
合
忙
於
て
は
、
絞
持
法
則
の
問
題
は
除
去

さ
れ
る
白
で
は
な
く
て
包
含
さ
れ
一
」
い
る
の
で
あ
る

G

が
然
し
、
そ
れ
は
一
定
の
歴
史
的
制
併
と
構
港
上
結
び
つ
く
終
山
間
的
機
能
白

問
題
で
あ
り
、
純
粋
理
論
が
孤
立
的
に
追
求
す
る
経
締
法
則
の
問
題
は
断
念
き
れ
な
け
れ
ば
&
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
亡
、
偶
系
的
場
所
の
問
題
は
勢
力
と
経
済
法
則
の
問
題
・
と
し
て
提
出
さ
れ
、
此
の
問
題
の
僻
決
白
鍵
を
財
政
問
題
忙
求
め
る

と
共
に
、
経
梼
的
勢
力
と
経
済
外
的
勢
力
白
問
題
を
経
踏
と
政
治
白
問
題
と
い
う
形
で
這
求
し
、
此
の
統
令
の
場
所
在
財
政
白
揚
に

置
く
白
で
あ
る
。

〆〆戸

第

節

園
家
牧
入
の
一
耽
舎
率
的
理
論

彼
は
先
宇
資
本
主
義
市
場
経
携
と
閣
家
牧
入
白
閥
係
に
就

τ論
じ
、
吹
い
で
租
税
図
家
、
企
業
者
園
出
夜
、
公
債
園
家
な
る
園
出
家
収

入
に
於
け
る
機
能
的
な
介
類
を
行
い
、
夫
々
に
膝
じ
た
牧
入
を
論
じ
て
い
る
が
、
と
と
で
は
主
と
し
て
租
税
岡
家
。
牧
入
に
重
鮪
を

置
い

τ考
察
す
る
と
と
に
す
る
。

ι

彼
は
先
中
養
木
主
義
的
市
場
経
梼
の
閥
系
に
就
て
考
察
す
る
。
資
本
主
義
的
市
場
経
務
に
就
て
、
ズ
ル
タ
シ
は
ゴ
ー
ル
ド
シ
ャ
イ

ド
及
び
シ
ュ
ジ
ベ

1
F
l
の
所
設
を
考
察
し
、
闘
家
前
恥
時
開
と
貨
幣
経
済
現
象
、
却
も
市
場
、
自
由
経
抽
問
、
競
争
艇
梼
白
紺
〈
い
を
そ
白

中
に
比
る
。
が
然
し
己
白
場
合
、
己
白
園
家
経
梼
と
市
場
経
楼
の
結
合
忙
閲
し
て
、
コ
ル
ム
が
官
僚
組
織
と
し
て
の
岡
家
を
岡
山
北
支

出
の
現
諭
に
於
て
市
場
経
桝
に
劉
立
苫
せ
¥
て
い
る
搬
な
見
解
忙
反
劃
し
て
、
ス
ル
グ
ン
は
、
本
来
国
家
経
擦
と
市
場
絞
時
間
は
相
互
補

完
的
又
相
互
移
行
的
に
交
錯
し
て
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。

Z
E門戸宣言

m
z
J
T
E
E
-
o
E
E百
が
存
在
し
、
と
の
園
家
白
構
成
要
素
は
沓
木
、
主
義
的
市
場
経
梼
に
於
け
る
侭
絡
閥
系
忙
影
響
を
持

即
ち
、

彼
に
よ
れ
ぽ
、

国
家
忙
は
阜
に
官
僚
組
織
以
外
の
構
成
要
素

ズ
ル
タ
ン
「
国
家
敬
入
踊
」

K
ヲ
い
て

第
六
十
六
巻

三一

O
E

第
宜
・
大
競

士



ズ
ル
タ
Y

「
図
家
肱
入
荷
」
に
つ
い
て

第
六
十
六
巻

一ユ

O
六

第
宜
・
大
瞬

七

ワ
て
い
る
。
此
白
債
格
閥
系
に
、
卸
ち
費
本
主
義
的
市
場
経
祷
の
閥
系
の
中
忙
祖
税
が
含
ま
れ
て
い
る
が
故
に
、
郎
ち
そ
白
と
と
か

ら
明
白
で
あ
る
土
う
に
、
園
家
族
傍
に
封
立
す
る
自
由
な
市
場
経
樟
は
存
在
サ
す
し
て
、
唯
一
白
資
本
主
義
的
市
場
建
閥

r
P
1
E一

注
目
ro
冨
ω佐
官
ロ
E
E
B
O
E
r百
四
が
存
在
す
る
白
み
で
あ
る
。
訟
に
於
て
、
ズ
L
P
F
Y
は
、
ヂ
ル
ロ
プ
が
提
起
し
た
l

交
換
艇
棒
的
に

組
織
さ
れ
た
る
園
児
縦
横
に
於
て
、
公
共
同
欲
望
充
足
の
租
税
純
抽
情
的
傾
系
は
如
何
に
機
能
し
得
る
か
」
と
い
う
問
題
を
改
め
て
、

資
本
主
義
的
経
梼
白
市
場
漣
闘
に
如
何
陀
機
能
I
H得
る
か
」
と
い
う
問
題
提
起
に
於

「
公
共
的
欲
望
兎
込
白
租
税
総
務
的
側
系
は
、

て
諭
b
L

進
め
る
。

「
資
本
主
義
的
市
場
経
時
間
白
閥
系
陀
於
て
園

家
牧
入
は
如
何
陀
機
能
し
得
る
か
」
と
い
う
問
題
白
解
答
え
の
無
俸
件
的
前
提
と
た
っ
て
い
る
。
ズ
ル
タ
ン
は
、
先
宇
憤
格
を
考
察

し
、
，
次
い
で
慣
格
と
所
得
の
結
合
を
説
明
す
る
。
彼
は
、
債
格
が
加
何
忙
し
て
形
成
さ
れ
る
か
は
向

b
宇
、
期
か
る
問
題
は
一
般
債

と
E
で
問
題
と
な
る
中
心
現
象
及
び
問
題
は
慎
格
と
所
得
で
あ
白
、
此
白
問
題
は
、

格
理
論
白
問
題
で
あ
っ
て
、

と
と
で
は
憤
絡
現
象
を
直
観
的
に
見
る
と
を
、

邸
ち
慣
絡
が
何
で
あ
る
か
由
そ
D

J司
自
を
問
う
己
と

を
以
て
始
め
る
。
彼
に
お
式
る
と
‘
債
格
は
ま
中
貨
幣
額
止
し
て
表
現
さ
れ
る
が
、
東
に
進
ん
で
貨
幣
が
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
と
の
潟
に
は
そ
の
貨
略
。
機
能
を
分
析
す
れ
ば
明
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
貸
幣
は
、
商
品
W
と
貨
幣
G
の
位
地
白
一
捷
化

九誌
u

陀
際
し
て
、
購
買
手
段
伊
国

F
P己
と
し
て
、
又
法
欄
措
営
者

M
m
p
E
E宮
王
宮
吋
と
し
て
機
能
す
る
。
と
共
に
そ
の
根
祇
に
於
て
、

抽
象
的
な
計
算
単
位
或
は
公
分
母
と
し

τの
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
之
等
白
機
能
を
一
つ
に
捉
え
た
も
白
が
慣
絡
で
あ
る
。

世

J

ス
凡
タ
シ
は
、
文
明
手
段

N
μ
r
Z
E
四百
MEm-
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
に
意
識
的
に
支
柿
強
常
者
な
る
言
葉
を
用
い
る
。
け
だ
し
、
支
哩
手
段
と

す
れ
ば
文
排
を
「
媒
介
」
ず
る
窓
味
と
貨
幣
を
「
楳
介
L
t

し
て
」
文
梯
う
意
時
が
生
ず
る
が
、
質
陣
に
は
‘
支
冊
う
と
い
う
行
偶
の
中
に
貨
幣
白
樺
闘

が
あ
る
。
即
ち
、
貨
符
を
「
手
段
と
し
て
」
支
捕
い
が
事
在
す
る
白
で
あ
る
。



そ
し
て
こ

D
債
権
が
W
と
G
O
位
地
。
時
世
俗
に
終
て
所
得
品
川
成
・
な
る
役
割
を
界
ず
の
で
あ
る
。
「
慣
格
は
、
商
品
W
と
貨
幣
G
O

位
地
の
時
換
応
、
占
っ
て
、

W
H
m
貨
幣
所
有
者
。
(
個
人
的
若
〈
は
生
産
附
v

消
費
に
入
り
込
み
、

G
が
商
品
所
有
者
の
所
得
と
な
る
と
と

に
上
っ
て
、
所
得
形
成
な
る
役
割
を
旧
択
す
の
で
あ
る
。

が
然
し
・
ズ
ル
タ
ン
は
、
以
上
白
巧
壌
は
私
維
持
的
立
場
よ
り
み
注
さ
れ
た
考
察
で
あ
り
、
関
民
経
捕
情
的
伊
見
た
場
合
に
は
他
の
問

品
也

通
が
生
守
る

E
と
を
強
調
す
る
。
彼
に
よ
る
E
E
、
所
得
は
、
園
民
終
梼
附
に
は
、
草
花
交
換
経
済
的
に
成
立
す
呂
許
り
で
友
〈
、
慎

格
白
中
に
腕
芽
的
に
経
梼
的
勢
力
が
存
荘
す
る
と
と
占
り
し
て
明
白
な
如
く
、
上
下
的
秩
序
に
於
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て

所
得
の
非
併
立
的
秩
序
、
副

tt{下
的
秩
序
の
成
立
は
、
単
に
担
問
端
情
的
勢
力
。
み
な
ら
歩
、
政
治
的
勢
力
の
影
響
を
も
受
け
る
の
で

あ
る
。

ζ

白
併
立
的
秩
序

ZOJZ自
己
ロ
E
聞
と
よ
下
的
秩
序
口
F
O
E
E
Eロ
四
の
問
の
限
界
は
極
め
て
流
動
内
で
あ
り
、
併
立
的
秩

序
は
上
下
的
秩
序
に
移
行
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
。
期
か
る
見
解
を
も
っ
，
ス
ル
タ
ン
が
、
「
岡
家
総
掛
」
と
「
市
場
経
時
」
白
一
一
元

論
白
上
に
立
ヲ
コ
ル
ム
、
リ
ッ
チ
品
ル
、
カ
ツ
セ
ル
に
反
封
ず
る
白
は
首
然
で
あ
一
呂
。
即
ち
、
ズ
ル
タ
ン
陀
よ
れ
ば
、
「
閤
家
経
棒
」

と
「
市
場
結
構
」
は
柏
町
立
す
る
も
白
で
は
な
〈
て
、
相
互
に
移
行
し
令
う
も
白
な
白
で
あ
る
。
博
明
か
る
移
行
在
理
論
的
に
把
握
す
べ

く
、
更
に
ズ
ル
タ
y
は
、
債
格
及
び
所
得
の
成
府
に
考
察
を
進
め
る
。

債
格
の
ー
成
同
席
目
。
『
広
告
認
に
閲
し
て
は
、
ウ
ィ

1
ザ
ー
が
、
枇
品
目
。
成
田
脚
的
構
造

1
i
え
所
得
居
、
中
所
得
居
、
小
所
得
府
|

l
D極
端
間
的
慨
系
的
反
映
と
し
て
の
そ
れ
を
論
じ
て
い
る
が
、
然
し
ズ
ル
タ
V

は
、
そ
れ
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
将
え
、
更
に

進
ん
で
、
課
税
共
の
他
白
勢
力
の
作
用
に
よ
る
成
暦
白
積
極
的
作
川
の
可
能
性
、
即
ち
慣
格
白
分
佑
の
可
能
性
を
論
や
る
。
彼
は
一
E

う
、
「
償
格
の
成
日
胞
と
分
化
は
、
恨
令
開
法
す
る
と
と
ろ
が
あ
っ
て
も
、
川
仰
の
も
白
で
あ
る
。

債
格
白
分
化
は
、

此
の
分
化
を
目

的
と
し
た
慣
格
政
策
の
怠
識
的
忙
誘
致
さ
れ
た
る
結
果
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
慣
格
の
成
層
は
枇
品
目
構
造
の
経
時
制
的
問
系
附
表
現
を

ズ
ル
タ
ン
『
圏
家
牧
入
諦
」
陀
つ
い
て

第
六
十
六
巻

=一O
七

第
五
・
六
披

七
= 



ズ
ル
タ
ン
「
園
家
杭
入
前
」
に
つ
い
て

第
六
十
六
各

一二

O
A

稿
用
五
・
大
捷

七
四

意
味
す
る
ロ

債
格
白
分
化
は
侭
格
白
成
暦
主
前
提
と
し
、
且
つ
他
国
モ
れ
を
新
た
に
生
ぜ
し
泊
、
又
高
め
る
こ
と
が
出
来
る
」

と
。
此
の
意
味
に
於
て
、
課
税
は
ま
さ
し
ぐ
岡
山
格
の
分
作
に
他
な
ら
な
ぱ
し
、
又
潤
占
憾
の
債
格
政
策
は
そ
り
一
例
で
あ
る
。
「
倒
格

そ
れ
自
慣
が
、
購
買
手
段
及
び
支
撒
播
嘗
者
と
し
て
の
二
重
の
極
の
貨
幣
機
能
主
、
並
び
に
此
の
雨
者
白
根
抵
を
な
し
て
い
呂
抽
象

的
計
算
単
位
、

L
て
白
機
能
を
一
う
に
捉
え
穴
も
の
を
煮
味
し
て
い
る
土
う
な
こ
白
資
本
主
義
的
市
場
経
隣
組
織
は
、
杢
枇
合
構
浩

と
斡
援
に
絡
み
令
。
た
、
卸
ち
成
隠
周
化
さ
れ
た
る
債
格
と
所
得
の
建
議
物
で
あ
り
、
間
唱
に
併
立
的
秩
序
白
慨
系
の
み
な
ら
す
、
上
下

的
秩
序
の
慨
系
で
も
あ
る
の
で
あ
る
し
と
要
約
す
る
ズ
ル
タ
シ
は
、
斯
か
る
倒
格
白
成
田
町
的
構
諮
の
例
を
拶
賃
虻
と
っ
て
、
そ
れ
が

労
働
組
合
及
び
養
木
家
闘
般
の
直
接
的
な
斗
争
目
結
某
で
あ
る
白
み
で
は
な
く
し
て
、
間
接
的
に
は
政
蕪
及
び
官
僚
の
下
に
於
て
、

又
輿
論
の
機
闘
を
仲
い
、
そ
れ
の
指
導
の
下
に
注
さ
れ
る
斗
宰
の
結
果
で
あ
一
る
と
と
を
誘
く
白
で
あ
一
る
。

吹
い
で
ズ
ル
タ
ン
は
、
此
の
資
本
主
義
的
市
場
経
憐
閥
系
内
に
於
け
る
岡
家
収
入
に
就

τ
の
概
観
を
行
う
。
と
の
場
令
、

上
越
さ

れ
た
所
得
白
併
立
的
及
び
上
下
的
秩
序
は
、
園
家
牧
入
の
匝
分
.
そ
む
例
立
的
及
び
上
下
附
な
秩
序
の
指
標
ー
と
な
る
。
彼
に
よ
る
と
、

も
っ
た
園
家
牧
入
と
し
て
租
税
収
入
が
在
在
し
、

一
方
の
極
に
、
併
立
的
秩
序
を
も
っ
園
家
収
入
と
し
て
私
経
務
的
収
入
、
即
ち
岡
田
営
企
業
牧
入
が
あ
り
、
他
方
に
、
上
下
的
秩
序
を

そ
れ
に
於
て
上
下
的
秩
序
白
政
治
的
核
心
が
む
き
出
し
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
此
白
聞
に
、
上
下
的
秩
序
を
も
っ
租
税
と
特
接
な
結
び
付
き
を
も
っ
債
務
者
闘
家
の
公
債
が
あ
り
、
一
見
に
J
下
的
及
び

e
 

併
立
的
秩
序
の
何
れ
と
も
先
験
的
に
決
定
し
得
な
い
子
数
料
が
貯
水
す
る
白
で
あ
る
。

制

斯
か
る
岡
家
収
入
の
段
階
づ
け
に
於
て
、
脊
本
主
義
的
市
場
経
済
と
岡
家
と
の
結
合
問
題
が
、
特
に
租
税
を
中
心
と
す
る
と
と
は
、

租
税
収
入
D
図
家
牧
入
に
於
て
占
め
る
位
地
及
び
租
税
の
壮
債
か
ら
み

τ笛
然
の
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
友
い
。
而
し
て
ズ
ル
タ
ン

は
、
と
の
租
税
を
取
上
げ
て
、

「
租
税
は
領
特
で
あ
る
か
、

叉
如
何
に
し
て
租
税
と
傾
格
が
相
互
に
成
立
す
る
か
」
正
一
百
う
理
論
的



槙
点
心
に
到
達
す
る
。
己
こ
で
彼
は
、
シ
ユ
ス
タ
l
、
リ

y
ダ
1
ル
、
バ
シ
汐
レ
オ
I
ニ
の
論
A
T
る
所
を
批
判
し
つ
つ
、
租
税
債
格
論

を
弧
く
排
斥
す
る
。
今
廿
昭
に
リ
ン
ダ
1
ル
の
説
化
就
い
て
簡
単
に
辿
べ
る
と
、
近
代
立
憲
幽
家
で
位
、
人
民
を
代
表
す
る
政
業
に
よ

っ
て
課
税
が
決
定
さ
れ
る
と
と
か
ら
、
租
税
は
例
入
閣
の
交
換
に
よ
っ

τ成
立
す
る
公
共
財
に
封
す
る
債
絡
で
あ
る
。
之
に
釣
し
て
、

ズ
ル
タ
ン
は
、
租
税
に
よ
っ
て
公
共
財
の
似
絡
な
決
定
す
る
政
黛
が
交
際
の
納
税
者
で
は
な
い
と
い
う
事
『
伐
に
よ
心
て
仰
格
成
立
。

問
題
を
正
替
に
解
決
す
る
と
と
が
で
昔
友
い
し
、
又
交
授
の
一
方
の
極
に
立
う
べ
き
公
批
財
は
「
秩
序
維
持
の
た
め
白
官
腐
の
諸
方

策

L
E内
容
と
す
る
も
白
で
、
之
は
商
品
左
同
一
一
服
ヨ
れ
得
な
い
と
反
駁
す
る
。
斯
く
の
如
〈
、
租
税
債
格
設
を
否
定
す
る
ズ
ル
タ

ン
は
、
租
枕
を
ば
政
治
的
所
得
、
即
ち
政
治
的
強
制
に
よ
う
て
獲
得
さ
れ
た
凶
家
所
得
と
し
て
認
識
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
が
、
史
に
諭
を
進
め
て
、
彼
と
同
じ
く
租
税
を

E
耳
目
昇
。
S
B
E
E
-
E二
官
官
去
と
じ
て
見
る
リ
ッ
チ
ユ
ル
に
劃
し
て
批
判

白
阪
を
向
け
、
一
間
租
税
が
償
給
と
認
め
ら
れ
訟
い
場
合
に
如
何
に
し
て
租
税
は
慣
絡
附
閥
系
陀
作
用
し
得
る
か
が
、

H
ッ
チ
ュ
ん
に

於
て
問
b
れ
て
い
な
い
と
と
を
指
摘
し
、
租
税
白
債
格
的
系
え
の
作
肘
白
可
能
川
M
E問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
白
、
隔
閣
に
就
て
は
、

上
述
白
伺
格
分
析
を
克
に
敷
街
し

τ、
彼
は
次
の
よ
う
忙
答
え
る
。

「
租
税
の
場
合
に
は
、
上
越
白
如
〈
、
如
何
な
る
方
訟
で
も
寅

只
は
問
題
と
友
ら
な
い
が
、
貨
幣
は
購
買
手
段
と
し
て
は
機
倍
せ
歩
、
唯
支
帥
権
首
者
と
し
て
の
み
機
能
す
る
。
而
し
て
そ
白
際
抽

象
的
な
計
算
単
位
と
し
て
の
機
能
は
前
提
さ
れ

τ
い
る
。
然
し
他
面
に
於
て
、
購
買
手
段
と
し
て
白
貨
幣
機
棋
と
文
抑
揚
皆
者
と
し

て
の
貨
幣
機
能
と
の
分
離
の
可
能
性
は
、
す
べ
て
白
貢
物
給
付
同

azE号
耳
目
四
例
え
ば
賠
償
白
揚
〈
刊
に
明
確
と
在
る
。
何
人
も
此

。
凶
器
合
に
貿
賀
行
震
が
あ
る
と
主
張
す
る
者
は
あ
る
ま
い
。
と
と
で
は
貨
幣
は
単
に
支
排
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
而
し
て
理
論
的
に

は
租
税
の
揚
合
に
於
て
も
悶
じ
と
左
で
あ
る
。
岡
出
家
市
民
は
、
政
治
的
強
制
白
恭
礎
の
下
に
和
税
を
文
梯
う
が
、
そ
の
故
に
租
税
で

以
て
闘
家
給
付
を
買
う
課
む
も
の
で
は
左
い
。
然
る
に
、
租
税
の
支
梯
い
に
際
し
で
あ
梯
捲
仲
間
者
と
し
て
機
能
す
る
貨
幣
は

l
l貨

ズ
ル
タ
ン
「
闘
家
恥
入
時
間
」
に
つ
い
て

第
六
十
六
容

一Z
O九

酎
伊
豆
・
大
焼

じ
五



~ 

ズ
ル
タ
ン
「
園
家
収
入
前
」
に
つ
い
て

策
六
十
六
巻

O 

情
玄
・
六
挽

七
占ノ、

幣
ん
し
で
は

l
l
モ
也
如
何
な
る
山
形
に
於
て
も

1

1
購
買
手
段
か
ら
D
分
慨
が
認
め
ら
れ
な
い
山
。
そ
れ
は
依
然
と
し
て
貸
幣
で
あ

る
。
而
し
て
そ
D
故
に
、
租
税
は
、
自
ら
は
債
格
1

1
そ
白
四
割
合
に
は
、
貨
幣
は
危
t
t
共
他
に
賎
貸
手
段
と
し
て
機
能
す
る

!
iた

る
こ
と
友
く
し
て
、
使
絡
慨
系
白
中
で
作
用
し
得
る
白
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て
彼
は
結
論
す
る
。
「
か
く
て
、
課
働
白
償
格
憎
系
に

於
け
る
作
用
の
一
可
能
性
を
放
棄
す
る
と
と
な
く
じ

τ、
課
税
D
政
治
的
性
質
を
理
論
に
於
て
継
持
す
る
己
を
の
可
能
な
る
と
と
が
分

る
a

確
か
に
又
、
此
白
政
治
的
な
上
下
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
る
粗
砥
と
凸
結
合
に
よ
っ
亡
も
、
償
怖
の
慨
系
は
一
つ
白
成
暦
附
な
も

の
長
な
る
。
償
格
閥
系
は
、
租
税
に
於
て
一

9

0
構
成
要
素
、
即
ち
そ
れ
白
山
町
最
早
慣
格
で
は
友
〈
じ

τ、
政
治
的
強
制
と
い

う
基
礎
忙
よ
り
獲
得
さ
れ
た
園
家
所
得
主
一
不
す
と
と
ろ
む
構
成
要
素
を
も
台
。
そ
れ
故
に
、
財
政
理
論
ば
枇
舎
皐
的
で
あ
ら
ね
ば
危

ら
示
、
叉
そ
れ
自
憾
政
治
経
椀
印
字
白
理
論
白
巾
心
的
部
分
を
形
成
す
る
『
の
で
あ
る
o
」

ヒ
白
貨
幣
白
機
能
に
閥
漣
し
て
な
さ
れ
た
説
明
に
濁
し
て
は
、
所
得
白
債
格
閥
系
え
白
作
肘
の
可
能
性
は
、
ラ
ン
グ
ウ
7
1
の
所

間
人
的
介
固
と
機
能
的
分
配
色
一
向
而
に
亙
っ
て
設
か
れ
ね
ば
友
ら
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
存
在
す
る
と
と
を
強
調
す
る
論
者
も
あ
る

が
、
何
れ
に
し
て
も
、
ズ
ル
グ
y
は、

上
越
の
諮
り
に
、
闘
家
経
務
的
、
特
に
租
税
制
川
湾
問
要
索
と
自
由
交
換
鰹
梼
的
要
素
よ
り
成

立
す
る
安
本
主
義
的
市
場
経
静
に
於
て
、
政
治
的
に
し
て
典
型
的
に
上
下
的
な
秩
序
を
も
っ
た
租
税
を
中
心
と
し
て
、
枇
合
的
な
成

鳳
団
的
構
誼
と
絡
み
ん
μ
ワ
た
債
絡
肥
川
系
の
成
府
を
解
明
し
、
慣
格
な
る
具
慨
的
表
現
白
中
L
経
静
的
及
び
政
治
的
勢
力
白
影
響
を
考
察

し
て
い

Z
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
資
本
主
義
的
市
場
経
済
内
に
於
け
る
闘
家
牧
入
を
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
上
下
的
及
び
併
立

は
秩
序
に
よ
う
て
段
階
づ
け
ら
れ
た
租
税
牧
入
、
企
業
者
園
家
牧
入
、
債
務
者
園
家
収
入
陀
就
て
、
夫
々
円
分
析
を
進
め
る
白
で
あ
る

均三

(註)と

ζ 

で
は

之
等
を

まE
し
て
簡
単
に
烏
献
し
て
み

よ
》
ノ

ズ
ル
タ
ノ
位
、
租
税
園
家
、
企
業
者
国
家
及
び
債
務
者
闘
家
な
る
呼
稗
に
就
と
は
、
積
極
的
に
は
何
等
明
確
な
概
念
規
定
を
奥
え
て
は
い
な
い
。



然
し
、
比
由
一
品
者
は
何
L

も
資
本
主
義
世
舎
に
於
て
併
存
し
得
る
も
の
で
あ
曹
、
劃
然
た
る
段
階
的
国
別
は
存
在
し
な
い
も
申
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ

て
、
乙
由
主
者
は
、
近
代
国
家
自
財
融
枇
入
車
待
。
形
態
〔
上
下
的
及
び
併
立
的
な
輯
序
に
よ
る
)
に
基
づ
〈
国
別
忙
従
っ
て
、
国
家
を
抽
象
的
に
想

定
し
た
一
個
由
理
念
型
と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

先
中
J

租
枕
園
出
識
は
、
上
越
の
如
く
、
典
型
的
に
上
下
的
秩
序
を
も
っ
た
も
白
と
九
ら
れ
る
。
か
く
て
又
と
乙
で
は
首
然
政
治
勢
力

が
強
く
主
張
せ
ら
れ
る
。
剖
ち
租
税
目
的
、
そ
の
公
正
観
念
に
於
て
政
治
的
勢
力
白
樹
立
と
斗
争
が
存
在
す
る
と
と
を
指
摘
す
る
白

で
あ
る
。
岡
山
家
目
的
の
手
段
た
る
租
税
目
的
は
、
岡
家
目
的
そ
れ
自
慨
が
岡
家
目
的
』
般
を
指
定
し
得
な
い
が
故
に
、
政
治
勢
力
の

把
持
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
各
々
の
も
つ
八
公
正
観
念
を
過
し
て
白
封
立
と
斗
争
及
び
そ
の
安
協
の
結
果
と
し
て
、
抽
出
算
案
に
於
て
貨
幣

の
形
に
於
て
兵
問
北
さ
れ
る
白
で
あ
る
。

彼
に
あ
っ
て
は
、

一
義
的
左
岡
家
目
的
一
般
は
存
在
せ
歩
、
存
在
す
る
白
は
唯
国
家
誇
目
的
で
あ
り
、
と
四
目
的
遂
行
の
政
治
的

機
能
は
政
治
勢
力
の
把
持
者
の
一
針
立
斗
争
の
中
に
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
樹
立
斗
年
は
、
各
放
治
勢
力
把
持
者
白

抱
く
公
定
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
白
公
五
観
念
は
各
々
白
も
う
自
足
完
了
的
危
経
湾
政
策
的
世
界
観
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。

叉
租
税
作
用
白
考
察
に
於
て
も
‘
彼
は
抽
象
的
形
式
的
友
斡
嫁
問
題
を
論
歩
る
こ
と
を
非
難
し
亡
租
税
徴
牧
に
よ
っ

τ生
歩
る
凡

ゆ
旦
具
雌
附
な
反
作
用
が
問
題
と
な
る
と
主
張
し
、
納
税
者
白
反
作
用
、
即
ち
そ
白
政
治
的
干
渉
主
就
く
と
共
に
.
資
本
形
成
に
と

っ
て
防
長
的
か
抑
制
的
か
と
い
う
命
題
に
就
℃
も
、
客
観
的
危
経
梼
力
よ

h"は
、
む
し
ろ
市
場
の
背
後
に
あ
る
勢
力
を
強
く
指
摘
す

る
白
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
失
の
企
業
者
岡
家
に
於

τ出、

「
同
時
に
第
一
義
的
に
粧
梼
的
で
も
あ
り
叉
政
治
的
で
も
あ
る
勢
力
の
把
持
者
た
る

ズ
ル
タ
ン
「
国
家
収
入
前
」
に
つ
い
て

第
六
+
穴
径

= 

第
一
主
・
穴
旗

七
七



ズ
ル
タ
ジ
「
国
家
牧
入
論
」
に
つ
い
て

第
六
十
六
巻

一

構
五
・
六
披

七
八

」
と
述
べ
乍
ら
ー
モ
白
政
治
的
一
一
閣
は
殆
ど
語
ら
れ
て
賠
ら
な
い
。
と
の
企
業
者
図
家
は
併
立
的
秩
序
に
立
つ

「
経
済
的
機
能
白
達
成
に
よ
っ
て
同
時
に
岡
家
白
椛
時
間
的
及
び
政
治
的
勢
力
を
強
化
す
る
。
」
そ
の
場
令
、
園
家
と

総
憐
O
統
合
は
公
私
企
業
の
封
立
に
求
め
ら
れ
る
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
資
本
力
と
い
う
量
的
問
題
陀
於
て
捉
え
ら
れ
、
会
的
資
本

力
が
私
的
資
本
力
を
凌
駕
す
る
場
合
に
、
企
業
者
岡
家
は
(
租
税
闘
家
で
は
な
い
)
図
家
資
本
主
義
に
移
行
す
る
白
で
あ
り
、

進
力
た
る
も
白
は
資
本
蓄
積
で
あ
る
と
設
か
れ
る
白
で
あ
る
。

企
業
者
園
家
は
、

も
の
で
あ
っ
て
、

と
白
推

最
後
に
、
債
務
者
岡
家
に
閉
し
て
は
、
前
二
者
と
異
つ

τ、
図
家
と
維
持
開
。
統
合
は
園
内
凸
枠
内
に
止
ま
ら
や
し
て
闘
際
的
範
囲

に
腕
大
さ
れ
、
帝
園
主
義
的
に
能
動
的
な
園
と
受
動
的
な
闘
D
存
在

l
l資
本
主
義
白
地
球
的
表
象
包
含

]
E
E
O
]
]
E
1
2
E
T

Z
E
B
-
-と
金
融
資
本
の
溺
占
質
旨

o
g
E
E
-
-金
融
資
本
の
手
に
於
け
る
資
木
自
憾
の
閤
緒

l
ー
を
以
て
そ
の
特
徴
づ

け
を
行
い
、
公
債
白
帝
園
主
義
的
機
能
主
強
調
す
る
。

結

語

以
上
で
、
ズ
ル
タ
ン

D
園
家
牧
入
論
陀
就
て
租
楠
岡
家
牧
入
を
中
心
に
概
親
し
た
詩
で
あ
る
が
、

L
L
述
L
た
所
か
ら
察
知
さ
れ
る

主
う
に
、
ズ
ル
タ
ン
は
、
岡
家
と
経
時
間
。
交
錯
す
る
現
代
資
本
主
義
の
時
代
陀
於

τ、
財
政
理
論
を
以
て
政
治
総
務
皐
白
中
心
的
地

位
に
置
き
、
と
と
で
、
政
治
的
契
機
と
経
済
的
契
機
の
統
合
を
相
互
移
行
的
た
関
係
に
於
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
崎
明
〈
て
、
そ
の
園

家
収
入
に
闘
し
て
は
、
租
税
関
家
、
企
業
者
岡
家
、
債
務
者
園
出
家
白
取
人
白
三
円

J

忙
大
別
し
て
、
租
税
閤
家
に
於
て
は
主
止
し
て
政

治
的
勢
力
が
、
企
業
者
園
家

ι於
て
は
資
木
力
が
、
又
債
務
者
関
一
訴
に
於
て
は
闘
際
的
な
絞
橋
線
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
る
。



と
白
三
者
に
異
っ
た
規
制
原
理
を
捉
え
た
こ
と
は
、
常
に
政
治
と
経
梼
の
交
錯
す
る
現
代
由
一
枇
品
目
経
神
的
事
象
に

か
ん
が
み
、
伎
令
そ
れ
が
園
出
読
と
経
済
白
統
合
と
い
う
よ
り
同
火
白
見
地
に
於
て
統
一
さ
れ
る
に
し
て
も
、
い
わ
ば
、
現
Jm
目
、
遊
離
の

抽
象
的
見
解
た
る
誘
を
菟
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
租
税
図
家
の
牧
入
白
上
卜
的
秩
序
の
支
配
に
謝
し
て
、
併
立
的
秩
序
づ
け
を
も
う
企

業
者
園
家
収
入
を
釘
比
さ
せ
る
と
と
は
、
牧
入
取
得
。
形
式
的
方
法
に
よ
る
国
別
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
等
侭
交
換
の
訟
則
に

か
く
白
川
州
く
、

支
配
さ
れ
る
経
済
的
領
域
に
於
て
機
能
す
る
に
し
て
も
、
国
家
懐
力
に
裏
づ
け
ら
れ
た
企
業
者
岡
家
は
、
現
j

民
に
は
純
粋
に
例
立
的

秩
序
に
立
つ
も
り
と
は
云
え
な
い
。
そ
れ
故
に
叉
企
業
者
岡
山
北
の
闘
E

家
資
本
主
義
え
白
移
行
の
契
機
を
単
に
最
的
な
国
に
限
定
す
る

と
と
も
否
一
品
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
方
債
務
者
岡
山
試
に
就
て
も
、
園
際
的
経
時
間
像
を
強
調
す
る
と
と
自
慨
は
一
止
し
い
が

然
し
そ
れ
と
同
時
に
圏
内
に
於
て
公
債
白
も
う
意
義
主
殆
ど
顧
み
な
い
の
は
正
し
く
な
い
。
以
上
白
占
う
に
、
い
わ
ば
機
然
た
る
形

に
於
て
三
者
を
匝
別
ず
る
己
主
は
、
そ
れ
が
被
然
た
る
形
に
於
て
捉
え
ら
れ
る
程
、
現
資
分
析
。
不
十
分
さ
を
一
市
す
と
と
に
な
る
と

云
え
よ
う
。

此
白
現
資
分
析
。
不
卜
分
さ
は
、
彼
自
身
棋
椋
す
る
「
理
論
的
慨
系
附
」
と
い
う
言
葉
に
関
聯
す
る
所
大
な
る
も
の
が
あ
る
ん
」
思

わ
れ
る
が
、
今
そ
れ
に
就
て
立
入
ワ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

租
税
画
家
白
考
察
に
於
て
、
彼
は
政
治
的
所
得
た
る
租
税
白
慣
裕
慨
系
に
劃
す
る
作
川
可
能
性
を
詮
明
す
る
と
と
に
よ
う
て
、
政

治
と
経
楠
惜
の
統
合
白
基
礎
が
作
り
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
が
、
期
か
る
租
税
の
政
治
的
強
制
的
な
性
質
、
即
ち
典
型
的
に
上
下
的
友
秩

序
は
、
考
察
D
前
提
と
し

τ依
り
論
ぜ
ら
れ
な
い
。
が
然
し
、
思
う
陀
、
掛
か
る
政
治
的
強
制
的
性
質
の
よ
っ
て
来
る
所
以
白
、
卸

ち
共
白
基
礎
た
る
政
治
勢
力
自
分
析
に
ょ
う
℃
そ
白
性
格
を
明
か
に
す
る
と
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
白
と
と
は
、
ひ
い
之
は
、
漁
算

案
白
問
題
で
あ
り
、
租
税
公
正
D
問
題
で
も
あ
る
の
種
々
白
公
正
観
念
k
基
く
岡
家
目
的
を
持
。
た
政
治
的
勢
力
の
斗
争
井
一
安
協
、

ズ
ル
タ
ン
「
国
家
牧
入
論
」
に
づ
い
て

第
六
十
六
巻

= 

捕
五
・
六
競

七
九



ズ
ル
タ
ン
「
園
家
牧
入
前
」
に
つ
い
て

第
大
十
六
巻

= 

国

第
五
、
・
穴
嘘

丹、。

そ
の
結
凹
加
が
具
般
的
に
強
算
案
に
貨
幣
由
形
に
於
て
確
定
さ
れ
る
乙
と
を
日
A

る
彼
は
、
斯
か
る
斗
一
九
T

と
過
程
に
就
て
そ
れ
が
如
何
な

る
傾
向
を
も
つ
か
を
明
か
に
し
な
い
。
成
一
程
、
彼
が
珠
算
案
に
於
て
政
治
的
勢
力
白
斗
争
劉
立
を
指
摘
す
る
り
は
正
し
い
が
、
考
察

の
封
象
た
る
後
期
務
本
主
義
時
代
に
於
て
斯
か
る
政
治
的
勢
力
白
把
持
者
が
現
貨
に
如
何
な
る
位
地
に
於
℃
如
何
な
る
傾
向
を
も
っ

か
を
明
か
に
し
な
け
れ
は
十
分
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
己

D
一
己
と
は
、
方
法
論
に
於
け
る
勢
力
白
分
析
に
就
て
も
一
E
い
得
る
と
こ
ろ
で

政
治
的
勢
力
及
び
経
済
的
勢
力
の
特
化
。
可
能
性
も
喉
指
摘
す
る
に
止
ま
担
、
そ
れ
が
共
閥
的
に
如
何
な
る
傾
向
に
於
て
成
立
す
る

か
、
或
は
又
そ
の
勢
力
把
持
者
間
白
結
合
閥
係
が
如
何
な
る
も
の
か
何
等
明
か
に
さ
れ
な
い
。

又
企
業
者
園
家
に
就

τい
え
ば
、
「
経
祷
附
機
能
白
達
成
に
よ
ヨ

τ園
{
哉
の
総
碕
的
又
政
治
的
勢
力
を
劇
化
ず
る
」
と
云
わ
れ
る
が
、

然
し
か
〈
強
化
さ
れ
る
園
家
D
主
慨
が
如
何
な
る
も
の
に
か
、
如
何
危
る
政
治
的
勢
力
の
把
持
者
に
よ
っ
て
図
家
の
勢
力
白
強
化
が
主

張
さ
れ
Z
か
が
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
と
白
と
と
ば
要
す
る
に
企
業
者
岡
家
が
皐
に
併
立
的
秩
序
に
立
つ
も
白
で
な
い
と
と
を
意
味

す
る
の
で
あ
る
が
、
従
っ
て
又
国
家
資
本
主
義
え
白
移
行
を
資
本
h
の
問
題
と
白
み
み
る
と
と
白
不
賞
E
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
越
し
た
よ
う
に
、
彼
は
、
債
務
者
圏
家
に
於
て
も
、
帝
園
主
義
段
階
に
於
け
る
勢
力
白
兵
慨
的
な
把
捉
の
一
端
を
園
際
的
友
披

が
り
白
棋
に
一
不
し
て
い
る
が
、
之
に
封
癒
し
た
渦
占
資
本
主
義
段
階
の
圏
内
に
於
け
る
枇
合
縦
横
的
構
造
は
殆
ど
分
析
を
行
わ
十
、

金
融
菅
木
の
存
在
を
指
摘
し
、
又
内
債
に
よ
り
所
得
の
徴
求
が
行
れ
る
か
否
か
を
問
う
だ
け
で
あ
る
。
が
然
し
問
題
が
、
金
融
者
本

ム
」
国
家
白
結
び
つ
き
、
そ
の
兵
閥
的
な
政
策
に
重
賄
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
胞
と
と
論
を
侠
た
な
い
。

成
程
他
国
に
於

τ、
ズ
ル
タ
ン
は
、

「
租
税
は
車
に
種
々
な
る
政
治
的
意
志
の
把
握
者
間
白
政
治
的
妥
協
と
じ
て
の
み
た
ら
宇
、

政
治
的
意
芯
と
客
観
的
に
興
え
ら
れ
た
経
済
的
可
能
性
白
関
白
安
協
と
し

τ成
立
す
る
」
と
い
う
コ
ル
ム
の
言
集
に
示
さ
れ
る
如
く
、

い
わ
ば
客
観
的
な
経
抽
出
的
側
面
を
捉
え
待
な
い
理
論
的
み
向
づ
け
を
批
判
苫
れ
て
い
る
が
、
己
の
批
判
は
兎
も
角
と
し
て
、
上
越
の



所
よ
り
明
か
な
如
く
、
車
に
勢
力
白
釣
立
と
斗
争
白
存
在
を
述
べ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
斯
か
る
勢
力
白
斗
争
受
協
白
銭
越

は
、
相
側
占
資
本
主
義
段
階
を
指
定
せ
・
?
と
も
可
能
で
あ
り
、
問
題
は
、
組
側
占
資
本
主
義
段
階
に
於
て
斯
か
る
勢
力
白
斗
争
劃
立
が
現

貨
に
如
何
た
る
祉
合
的
悲
盤
に
去
さ
、
如
何
友
る
傾
向
に
於
て
、
如
何
な
る
様
相
を
一
不
す
か
に
在
る
。
岡
県
陀
枇
合
曲
学
的
で
あ
る
た
め

忙
は
、
勢
力
白
考
察
は
、
加
曾
階
級
構
造
の
考
察
、
闘
家
権
力
白
分
析
を
要
請
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
に
あ
っ
で
は
、
政
治
的
又
終
務

そ
れ
が
如
何
な
る
勢
力
関
係
に
於

τ有
立

的
な
勢
力
把
持
者
は
阜
に
平
板
的
に
羅
列
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
園
家
権
力
に
五
つ
て
は
、

す
る
か
殆
ど
分
析
さ
れ
な
い
快
陥
を
も
っ
て
い
る
。

ズ
ル
タ
シ
は
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ャ
イ
ド
を
始
め
と
し

τ、
大
部
分
の
財
政
肘
品
開
撃
者
が
史
的
傾
向
を
と
っ
た
白
忙
封
し
、
自
ら
は
政

令

、

、

、

、

、

治
と
綬
梼
の
統
合
主
流
活
経
時
間
聞
に
於

τ迅
求
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
理
論
的
閥
系
的
財
政
枇
合
四
半
白
建
設
を
意
闘
し
た
。
が
、
か

く
す
る
と
と
に
よ
り
、
資
本
主
義
枇
舎
の
構
造
分
析
を
中
断
し
、
「
債
格
の
成
田
昨
」
を
論
じ
つ
つ
も
、
「
枇
合
白
成
田
府
」
を
具
閥
的
に

分
析
し
な
い
と
い
う
不
十
分
さ
を
露
呈
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
資
本
主
義
経
憐
D
基
本
的
事
費
た
呂
債
格
及
び
所
得
白
中
に
刑
舎

そ
と
に
上
下
的
及
び
併
立
的
秩
序
の
交
錯
が
み
ら
れ
る
故
に
、
貨
幣
問
題
よ
り
川
護
す
ベ

的
成
府
の
投
影
さ
れ
る
と
と
主
り
し
て
、

き
で
あ
る
み
」
埼
え
た
。
そ
し
工
方
法
論
に
於
て
指
摘
さ
れ
た
勢
力
の
把
持
者
は
債
格
に
於
け
る
成
層
、
上
下
的
秩
序
と
側
立
的
秩
序

の
指
摘
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
問
題
が
斯
か
る
領
域
に
止
ま
る
べ
き
で
友
い
と
と
は
上
述
し
た
所
で
あ
る
が
、
斯
か
る
ズ

ル
タ
シ
白
紋
陪
は
、
流
辺
経
憐
面
に
於
て
自
ら
の
理
論
的
酬
閥
系
的
財
政
枇
合
晶
子
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
意
闘
に
よ
る
と
息
わ
れ
る
の

あ
る
。

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
企
業
者
園
家
主
ぽ
償
格
形
成
の
商
よ
り
し
て
畑
山
立
的
秩
序
に
立
つ
も
D
と
み
た
馳
忙
於
て
も
、
明
白
で

か
〈
ミ
ズ
ル
タ
y
に
於
げ
る
岡
家
と
経
梼
白
統
合
は
、
史
的
傾
向
を
飴
り
迫
求
せ
示
、
社
合
構
誼
に
関
聯
づ
け
ら
れ
る
鰍
が
稀

ズ
ル
グ
ン
「
闘
家
牧
ス
諦
」
に
つ
い
て

第
六
十
六
各

五

第
五
・
六
時
田

^ 



ズ
ル
タ
ン
「
鴎
家
収
入
論
」
同
つ
い
て

第
六
十
六
巻

占

ノ、‘

第
主
・
六
披

丹、

務
で
あ
る
と
い
え
占
う
c

そ
し
て
若
し
そ

ρよ
う
に
一
五
い
得
る
も
D
と
す
れ
ば
、
彼
の
一
古
う
政
治
は
、
政
治
D
静
態
で
あ
っ

τ、
動

、
、
‘
、

態
と
は
一
首
い
難
い
も
白
で
あ
る
。
此
の
こ
と
は
、
結
局
、
財
政
枇
脅
皐
由
従
来
の
奥
的
傾
向
に
封
比
し

τ彼
の
提
起
す
る
理
論
的
館

、、
系
的
財
政
批
合
皐
が
本
来
内
点
的
民
有
す
る
快
陥
と
い
う
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

• 


